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衆
議
院
議
員
北
川
れ
ん
子
君
提
出
山
口
県
上
関
町
の
原
発
新
規
立
地
計
画
お
よ
び
未
買
収
用
地
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
原
子
力
発
電
は
、
燃
料
の
供
給
及
び
価
格
の
安
定
性
に
加
え
、
発
電
過
程
に
お
い
て
二
酸
化

炭
素
を
発
生
し
な
い
と
い
う
環
境
特
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
環
境
保
全
や
効
率
化
の
要
請
に
対
応
し
つ
つ
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
安
定
供
給
を
実
現
す
る
と
の
我
が
国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
基
本
目
標
に
照
ら
し
、
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

中
国
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
中
国
電
力
」
と
い
う
。
）
の
上
関
原
子
力
発
電
所
立
地
計
画
（
以
下
「
本
件
立
地
計
画
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
�
将
来
の
中
国
地
方
の
電
力
需
要
を
満
た
す
た
め
の
供
給
力
と
し
て
必
要
な
電
源
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
、
�
昨
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
第
一
次
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
本
件
立
地
計
画
に
対
す
る
賛
成
及
び

反
対
に
係
る
意
見
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地
元
の
理
解
が
深
ま
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
�
環

境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
に
基
づ
く
環
境

影
響
評
価
準
備
書
に
対
す
る
通
商
産
業
大
臣
の
勧
告
等
を
踏
ま
え
、
中
国
電
力
が
必
要
な
調
査
等
を
行
っ
た
上
で
昨
年
十
月

一



に
提
出
し
た
中
間
報
告
書
に
つ
い
て
、
通
商
産
業
省
の
環
境
審
査
顧
問
会
が
同
年
十
一
月
に
了
承
し
た
こ
と
等
の
状
況
を
総

合
的
に
判
断
し
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
本
件
立
地
計
画
を
平
成
十
三
年
度
電
源
開
発
基
本
計
画
（
以
下
「
平
成
十
三
年

度
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。

発
電
所
の
建
設
に
つ
い
て
は
地
元
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
、
従
来
か

ら
、
個
別
の
発
電
所
の
立
地
計
画
を
電
源
開
発
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る

都
道
府
県
の
知
事
に
対
し
意
見
照
会
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
本
件
立
地
計
画
を
平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
本
年
四
月
六
日
、
山
口
県
知
事
に
対
し
意
見
照
会
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
意
見
照
会
に
対
し
て
は
、

同
月
二
十
三
日
に
、
同
県
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
中
国
電
力
株
式
会
社
上
関
原
子
力
発
電
所
一
、
二
号
機
計
画
に
つ
い
て

（
回
答
）
」
と
題
す
る
文
書
（
以
下
「
山
口
県
回
答
文
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
上
関
原
子
力
発
電
所
計
画
を
電
源

開
発
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
」
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。
ま
た
、

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
が
山
口
県
回
答
文
書
を
同
県
副
知
事
か
ら
受
領
す
る
に
当
た
っ
て
、
本
件
立
地
計
画
を
平
成
十
三

年
度
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
か
と
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
同
県
副
知
事
か

ら
「
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
あ
る
。
」
と
の
回
答
を
得
て
い
る
。

二



そ
の
上
で
、
経
済
産
業
大
臣
は
、
電
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
て
そ
の
同
意
を
得
る
と
と
も
に
、
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
か
ら
異

存
は
な
い
旨
の
意
見
を
得
て
、
平
成
十
三
年
六
月
十
一
日
に
平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
経
緯
に
照
ら
す
と
、
平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
が
性
急
に
決
定
さ
れ
た
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と

考
え
て
い
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
与
党
関
係
者
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
本
件
立
地
計
画
を
平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
た
と
い

う
事
実
は
な
い
。

（
二
）
に
つ
い
て

（
一
）
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
本
件
立
地
計
画
を
平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
に
当
た
っ
て
は
、
山

口
県
知
事
か
ら
同
意
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
県
知
事
に
お
い
て
は
、
県
議
会
で
の
本
件
立
地
計
画
に
係
る
議
論
、

昭
和
五
十
七
年
の
上
関
町
長
の
原
子
力
発
電
所
建
設
の
誘
致
表
明
以
降
の
上
関
町
の
誘
致
活
動
、
周
辺
二
市
五
町
（
光
市
、

柳
井
市
、
大
島
町
、
大
畠
町
、
田
布
施
町
、
平
生
町
及
び
大
和
町
）
か
ら
の
意
見
等
を
踏
ま
え
た
上
で
同
意
し
た
も
の
と
理

解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
件
立
地
計
画
に
つ
い
て
は
現
段
階
に
お
い
て
地
元
の
理
解
は
得
ら
れ
て
い
る
と

三



考
え
て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

発
電
所
を
建
設
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
の
理
解
と
協
力
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
昭
和
五
十
九
年
に
上
関
町
が

中
国
電
力
に
対
し
て
原
子
力
発
電
所
の
立
地
に
係
る
調
査
を
要
請
し
て
以
降
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
の
広

報
活
動
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
中
国
電
力
に
お
い
て
は
、
地
元
の
理
解
と
協
力
を
得
る
よ
う
努
め
る
と

と
も
に
、
用
地
取
得
や
漁
業
補
償
に
係
る
交
渉
を
進
め
て
き
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

本
件
立
地
計
画
に
つ
い
て
は
、
電
源
開
発
促
進
対
策
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
八
十
号
）
及
び
電
源
開
発
促

進
対
策
特
別
会
計
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
に
基
づ
き
、
山
口
県
、
上
関
町
及
び
柳
井
市
に
対

し
、
電
源
立
地
等
初
期
対
策
交
付
金
と
し
て
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
、
発
電
用
施
設
等
の
設

置
の
必
要
性
に
関
す
る
知
識
の
普
及
事
業
及
び
地
域
の
振
興
に
関
す
る
計
画
の
作
成
に
必
要
な
情
報
収
集
事
業
に
約
七
億
四

千
六
百
万
円
、
医
療
施
設
整
備
事
業
に
約
八
千
七
百
万
円
、
社
会
福
祉
施
設
整
備
事
業
に
約
七
億
五
千
七
百
万
円
、
温
排
水

の
有
効
な
利
用
に
関
す
る
調
査
事
業
に
約
六
億
五
千
三
百
万
円
、
種
苗
生
産
施
設
整
備
事
業
に
約
十
二
億
二
千
四
百
万
円
の

総
額
約
三
十
四
億
六
千
八
百
万
円
を
交
付
し
て
お
り
、
ま
た
、
広
報
・
安
全
等
対
策
交
付
金
と
し
て
、
平
成
六
年
度
か
ら
平

四



成
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
、
広
報
・
安
全
等
対
策
事
業
に
、
総
額
約
一
億
九
千
八
百
万
円
を
交
付
し
て
き
て
い
る
。
な
お
、

中
国
経
済
産
業
局
（
平
成
十
三
年
一
月
五
日
ま
で
は
、
中
国
通
商
産
業
局
）
に
お
い
て
は
、
電
源
立
地
推
進
調
整
等
委
託
費

と
し
て
、
平
成
元
年
度
か
ら
平
成
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
、
総
額
約
一
億
四
千
二
百
万
円
を
支
出
し
、
本
件
立
地
計
画
に
係

る
原
子
力
関
連
広
報
事
業
を
行
っ
て
き
て
い
る
。

本
件
立
地
計
画
に
係
る
交
付
金
及
び
委
託
費
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
広
報
、
新
聞
広
報
、
先
進
地
調
査
等
を
通
じ
た
本
件
立

地
計
画
に
対
す
る
地
元
の
関
心
の
増
大
、
上
関
町
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
設
の
整
備
を
通
じ
た
高
齢
者
在
宅
福
祉
の
増
進
等

の
効
果
を
挙
げ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

（
四
）
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
度
基
本
計
画
は
、
電
源
開
発
促
進
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
お
け
る
環
境
大
臣
の
意
見

（
平
成
十
三
年
五
月
十
一
日
環
政
評
第
九
十
九
号
。
以
下
「
環
境
大
臣
意
見
」
と
い
う
。
）
も
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
環
境
大
臣
意
見
は
、
日
本
生
態
学
会
の
要
望
等
も
踏
ま
え
て
検
討
を
行
っ
た
上
、
本
件
立
地
計
画
の
実
施
に
当
た

っ
て
、
ハ
ヤ
ブ
サ
の
生
息
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
等
の
環
境
保
全
の
た
め
に
必
要
な

措
置
に
係
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
口
県
回
答
文
書
は
、
環
境
保
全
の
見
地
か
ら
、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
、

五



本
件
立
地
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
及
び
景
観
等
と
の
調
和
に
も
十
分
配
慮
す
る
こ
と
等
を
求
め

て
い
る
。

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
本
件
立
地
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
環
境
保
全
に
万
全
を
期
す
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
中
国
電
力
が
実
施
し
た
環
境
影
響
評
価
に
お
い
て
、
環
境
大
臣
意
見
で
示
さ
れ
た
見
解
、
山
口
県
回
答
文

書
で
示
さ
れ
た
要
請
等
を
適
切
に
反
映
す
る
よ
う
指
導
し
、
平
成
十
三
年
六
月
十
五
日
に
中
国
電
力
か
ら
提
出
さ
れ
た
環
境

影
響
評
価
書
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
法
及
び
電
気
事
業
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
厳
正
な
審
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

（
五
）
に
つ
い
て

電
源
開
発
基
本
計
画
は
、
今
後
の
電
源
開
発
に
係
る
基
本
的
な
計
画
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
個
別
の
発
電
所
の
立
地
計

画
を
電
源
開
発
基
本
計
画
に
組
み
入
れ
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
立
地
計
画
の
実
施
に
必
要
な
用
地
の
す
べ
て
が
取
得
さ
れ
て

い
る
必
要
は
な
い
。

経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
今
後
、
中
国
電
力
に
対
し
、
本
件
立
地
計
画
に
要
す
る
用
地
を
取
得
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
用
地
の
所
有
者
と
の
間
で
円
満
な
解
決
を
図
る
よ
う
強
く
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

六



（
六
）
に
つ
い
て

発
電
所
建
設
の
た
め
の
用
地
の
取
得
は
、
電
気
事
業
者
と
土
地
所
有
者
と
の
間
の
協
議
に
よ
っ
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
際
に
は
、
関
係
法
令
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

宗
教
法
人
に
お
け
る
財
産
処
分
を
含
む
事
務
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十

八
条
第
四
項
に
お
い
て
、
当
該
宗
教
法
人
の
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
責
任
役
員
が

決
定
し
、
ま
た
、
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
け
れ
ば
、
同
法
第
十
九
条
に
お
い
て
、
責
任
役
員
の
定
数
の
過
半
数
で
決
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
お
尋
ね
の
未
買
収
地
に
含
ま
れ
る
宗
教
法
人
の
所
有
地
の
処
分
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
従

っ
て
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
同
法
第
十
八
条
第
五
項
は
、
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
及
び
責
任
役
員
に
よ
る
財
産
管
理
に
係
る
規
定
で

あ
り
、
同
法
第
十
八
条
第
四
項
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
財
産
の
処
分
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い

る
。

七


